
 

  
 

東京法務局本局（後見登録課）で全国の成年後見登記事務を取り扱っています。 
所在を確認するには案内図の「本局後見」をご覧下さい。

認知症や知的障害のある方など判断能力の不十分な方々の財産管理や身上監護を，権限を与
えられた成年後見人等が行うことによって，本人を保護し，支援する法定後見制度及び本人の判
断能力が十分なうちに，あらかじめ契約により代理人を決めておく任意後見制度を併せて成年後
見制度といいます。 
この制度の利用者の事項（成年後見人などの権限，任意後見契約の内容等）を登録し，その内容
を，権限を有する者からの請求により，証明書によって公示する制度が成年後見登記制度です。

 

上記の事務に関する問い合わせ・・・・民事行政部後見登録課 03-5213-1360  

【制度について】 
●成年後見制度の概要（従前の制度との比較） 
●任意後見制度とは？ 
●成年後見登記制度の概要（戸籍の記載から登記へ） 
●成年後見登記制度（後見等の申立）の利用手続きの流れ 
【登記申請について】 
●戸籍の記載を登記に移行するには（移行の登記） 
●成年被後見人及び成年後見人等の住所等に変更があった場合（変更の登記） 
●成年被後見人等の死亡・任意後見契約の解除の場合（終了の登記） 
【証明書の申請について】 
●登記事項証明書とは 
●登記されていないことの証明書とは

※参考 身分証明書との関係は？

申請書・記載例をご覧になるには，Adobe(R) Readerが必要です。 
Adobe Readerをダウンロードするには左の「Get Adobe Reader」ボタンを
クリックしてください。

【登記申請書】

【証明書】 

●移行の登記

 
後見の登記
保佐の登記

●変更の登記
●終了の登記

●登記事項証明書
●登記されていないことの証明書






